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町税は納期限内に納付しましょう

建築物の新築·増改築または取り壊しをされた方へ

　町税は自主的に納期限内納付することが原則です。
　納期限までに町税を納付しない場合は督促状が送付されます。督促状を発した日から10日を
経過した日までにこの町税にかかる徴収金を完納しない場合には滞納処分を受けることになりま
す。徴収金とは、本税に延滞金、督促手数料などを合わせたものです。
　まだ納付されていない方は、金融機関等で早急に納付してください。
納期限を過ぎても納付がない場合
　納期限までに納付された方との公平性を保つため、次のとおり滞納処分の手続きを行うことに
なります。
　　①督促状の送付　②電話や文書、直接訪問などによる納税の催告　③財産調査の実施
　　④預金、給与、不動産等の差押え　⑤差押えた財産の公売·換価
　何かしらの事情により納付できない方は、未納のまま放置せず、税務課へご相談ください。

　家屋の増改築をしたり、倉庫や物置、車庫を新築（増改築）され
ると、固定資産税の対象となり、申告の義務が生じます。
　家屋の増改築や倉庫などの新築（増改築）をされた場合は、お手
数ですが、完成後に税務課までご連絡ください。
　また、建物を取り壊した場合には、滅失登記等で取り壊しの把
握に努めておりますが、滅失登記がされていないものや未登記建
物については、適正な課税を行うため、必ず届出を行ってください。
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【お問い合わせ先】　税務課（TEL：６３・３８０２）
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御坊税務署からのお知らせ御坊税務署からのお知らせ
〇非常勤職員の採用について

御坊税務署では、確定申告期における非常勤職員を募集しております。
興味のある方は、御坊税務署　総務課までお気軽にご連絡ください。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
期　　間：令和８年２月上旬から令和８年３月下旬まで
勤 務 日：月曜日から金曜日（土日祝除く）
賃　　金：時給1,120円　交通費別途支給（条件あり）
仕事内容：�確定申告に来られた納税者の申告書作成補助（スマートフォン等）、案内事務、受付

事務、パソコン入力、書類の仕分け等

〇国税に関するご質問·ご相談について
１．チャットボット（ふたば）に質問する
　　チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。
　　土日、夜間でもご利用いただけます。
２．タックスアンサーを利用する
　　よくある国税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。

〇マイナンバーカードで自宅から確定申告

　税務署へ行かなくても、スマホとマイナンバーカードがあればいつでも、どこでも、簡単に申
告書を作成できます
　画面の案内に沿って進めるだけで申告書が作成できるのでちょっとしたすきま時間であっとい
う間に作成できます

確定申告書等作成
コーナーはこちら

　各国税局に設置する「電話相談センター」において、国税局の職員等がお答えします。

国税庁ホームページで解決しない場合には、「国税相談専用ダイヤル」等へ電話
【電話番号：０５７０－００－５９０１　受付時間：平日8:30 ～ 17:00　※12/29 ～ 1/3除く】

【お問い合わせ先】
　御坊税務署　総務課（TEL：２２・０６９５（音声案内で「２」を押してください。））
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